
問 43 

1. 《３．身体活動・運動について》 

あなたは、１日３０分以上の運動を、週２回以上、１年以上していますか。（通

勤・通学の歩行、自転車走行、掃除や窓ふきなどの日常動作も含みます。） （○

はひとつ） 

１ はい               ２ いいえ 

 
 
 
 
 
 
 
 

～中略～ 
 
《13．受動喫煙の防止について》 

千葉県では生活習慣病やがんの予防対策の一環として、受動喫煙防止対策を推進する

ことが必要と考えております。以下の質問にお答えください。 

「受動喫煙」とは、室内などで自分の意思とは関係なく他人のたばこの煙を吸

ってしまうことを言います。あなたは喫煙者だけでなく、非喫煙者にも受動喫

煙により健康への影響があることを知っていますか。（○はひとつ） 

１ 知っている     ２  だいたい知っている     ３ 知らない 

 
 
 
 

あなたはこの１ヶ月間に、自分以外の人が吸っていたたばこの煙を吸う機会（受動喫

煙）がありましたか。（○はひとつ） 

１ はい   → 問43-1へ                   ２ いいえ    

 

 
 
 
※     削除 

問 17 

問 42 

問 43 

平成２９年度 

《３．身体活動・運動について》 

あなたは、１回３０分以上の運動を、週２回以上、１年以上していますか。（ウ

ォーキングやフィットネス、軽い筋トレのような、軽く汗をかく程度の運動も

含みます。） （○はひとつ） 

１ はい               ２ いいえ 

 

あなたは、今より毎日１０分多くからだを動かすようにしていますか。（犬の散

歩をする、歩いて通勤する、階段を使う、自転車に乗る、掃除機をかけるなどの身体

活動を含みます。連続した 10 分ではなく、合計時間で構いません。）（○はひとつ） 

１ はい               ２ いいえ 

 

 

～中略～ 
 
《13．受動喫煙の防止について》 

千葉県では生活習慣病やがんの予防対策の一環として、受動喫煙防止対策を推進する

ことが必要と考えております。以下の質問にお答えください。 

受動喫煙とは、「自分の意思とは関係なく他人のたばこの煙を吸ってしまうこ

と」を言います。あなたは喫煙者だけでなく、非喫煙者にも受動喫煙により健

康への影響があることを知っていますか。（○はひとつ） 

１ 知っている     ２  だいたい知っている     ３ 知らない 

 

 

 

 
 
 

 
 
  

問 17 

H31 新規 

問 42 

平成３１年度 



（問 43 で「１ はい」とお答えの方） 

     下のアからクの場所で受動喫煙がありましたか。アからクそれぞれの

場所で最もあてはまる番号を選んでください。（○はそれぞれひとつ） 

 

※学校、飲食店、遊技場などに勤務していて、その職場で受動喫煙が
あった場合は、「イ 職場」欄に記入してください。 
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な
か
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【記入例】エ 飲食店 １ ２ ３ ４ ５ ６ 

ア 自宅 １ ２ ３ ４ ５  

イ 職場 １ ２ ３ ４ ５ ６ 

ウ 学校 １ ２ ３ ４ ５ ６ 

エ 飲食店 １ ２ ３ ４ ５ ６ 

オ 遊技場 

（ゲームセンター、パチンコ、競馬など） 
１ ２ ３ ４ ５ ６ 

カ 行政機関（市役所、役場など） １ ２ ３ ４ ５ ６ 

キ 医療機関 １ ２ ３ ４ ５ ６ 

ク 公共交通機関 １ ２ ３ ４ ５ ６ 

 

 

 

 

    ～      削除  問 44 

問 43-1 

問 48 

    あなたはこの１ヶ月間に、下のアからコの場所で望まずに自分以外の人が吸って

いたたばこの煙を吸う機会（受動喫煙）がありましたか。アからコそれぞれの

場所で最もあてはまる番号を選んでください。（○はそれぞれひとつ） 

※過去１ヶ月間にその場所に行かなかった場合は「６」を選択してください。 

※学校、飲食店、遊技場などに勤務していて、その職場で受動喫煙が
あった場合は、「イ 職場」欄に記入してください。 
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【記入例】エ 飲食店 １ ２ ３ ４ ５ ６ 

ア 自宅 １ ２ ３ ４ ５  

イ 職場 １ ２ ３ ４ ５ ６ 

ウ 学校 １ ２ ３ ４ ５ ６ 

エ 飲食店 １ ２ ３ ４ ５ ６ 

オ 遊技場 

（ゲームセンター、パチンコ、競馬など） 
１ ２ ３ ４ ５ ６ 

カ 行政機関（市役所、役場など） １ ２ ３ ４ ５ ６ 

キ 医療機関 １ ２ ３ ４ ５ ６ 

ク 公共交通機関 １ ２ ３ ４ ５ ６ 

ケ 路上 １ ２ ３ ４ ５ ６ 

コ 子供が利用する屋外の空間 

 （公園、通学路など） 
１ ２ ３ ４ ５ ６ 

 

あなたは、飲食店や職場等の原則屋内禁煙が法律で義務化されることを知って

いますか。（○はひとつ） 

 

 

問 43 

問 44 

１ 知っている      ２ 知らない 

H31 変更 

H31 新規 

H31 新規 



あなたは飲食店を選ぶ際に、入口などに禁煙等の表示があれば利用する際の

参考にしますか。（○はひとつ） 

１ 参考にする  ２ 一応参考にする  ３ 参考にしない  ４ わからない 

 

あなたは多数の人が利用する施設で、どのような受動喫煙防止対策が必要と考

えますか。（○はひとつ） 

 

 

 

 

 

 

    公園や海水浴場など、子供の利用が想定される公共的な空間について、あな

たはどのような受動喫煙防止対策が必要と考えますか。（○はひとつ） 

１ 区域全て禁煙にする 

２ 箱物の喫煙所を設置し、煙が外に流れないようにする 

３ 人の往来が少ないところであれば煙が流れてもやむを得ないが、指定する喫煙場所以

外は禁煙とする 

４ 特に対策は必要ない 

 

 

受動喫煙を防止するために千葉県に望むことを、次の中から３つまで選んで 

ください。（○は３つまで） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 44 

問 45 

問 46 

問 47 

１ 受動喫煙防止対策を実施している施設の「禁煙」等の表示の推進 

２ 喫煙者のマナーについて県民に呼びかける 

３ 受動喫煙が健康へ及ぼす悪影響についてもっと県民に知らせる 

４ 強制力を伴う規制までは必要がないが、受動喫煙に関する指針等を策定し、 

指導すべきである 

５ 多数の人が利用する施設について強制力を持って喫煙を規制するようなルールの 

制定 

６ 施設の管理者等が受動喫煙防止対策を講じる際の経済的支援や技術的な相談対応 

７ その他（                                ） 

１ 敷地内を禁煙にする 

２ 建物内は禁煙とし、屋外に喫煙所を設置する 

３ 喫煙室や喫煙フロアを設置してもよいが、煙が喫煙場所から禁煙場所に流れないよう

にする 

４ 喫煙コーナーや喫煙席を設置する。この場合、喫煙場所からの煙が禁煙場所に流れても 

止むを得ない 

５ 特に対策は必要ない 

H29 アンケートから削除した内容（問４４～４８） あなたが建物内禁煙としてほしい施設を、次の中から選んでください。 

（複数回答可） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

問 48 

１ 学校 

２ 体育館・スポーツクラブ施設 

３ 病院・診療所 

４ 官公庁 

５ 公民館等の集会場 

６ 博物館・美術館等の文化施設 

７ 劇場・映画館 

８ 遊園地・テーマパーク等の娯楽施設 

９ ゲームセンター・パチンコ店等の遊技場 

10 デパート・スーパー・コンビニエンスストア・小売店等 

11 食堂・レストラン・喫茶店等の食事提供が主な飲食店 

12 割烹・居酒屋・スナック等の酒類提供が主な飲食店 

13 旅館・ホテル 


